
  項目別状況 
 

中期計画の大項目 Ⅰ．大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
中期計画に係る該当

項目 
 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）教育内容 
（１）教養教育 

  ①教育課程 ａ ガイダンス実施時に履修指導を

行なうとともに、学科別にそれぞれ

の教員が履修への動機づけを行な

う。 
ｂ 教養教育を充実させるために、

シラバスの精査を実施する。 
ｃ 理論的思考能力、コミュニケー

ション能力、プレゼンテーション能

力等を養成するための教育を検討す

る。 

a  新入生に対しては、学科別の履修指導と

合同ガイダンス時の履修指導を行なった。

在学生に対しても、新学期スタート時に学

科教員により履修指導を行った。 
b  カリキュラム改訂に伴い、教養科目を含

むシラバスの精査を行った。 
c  各学科での講義及び卒業研究発表会で理

論的思考力、コミュニケーション能力、プ

レゼンテーション能力の養成が行なわれて

いる。 
  ②外国語教育 ａ 教養教育委員会を中心に、より

有効な外国語教育を実現するため、

現状と課題、その改善策についての

調査・検討に着手する。 
ｂ 英語多読教材を学生に提示し、

英語が自然に身につく学習方法の推

進を図る。 
ｃ 国際的視野を持った人材を育成

するため、海外短期研修等の推進に

努める。 

a  各学科の学生が就職してから必要な外

国語力(英語力)についての調査の準備に着

手した。 
b  多読用教材を講義で学生に提示した。英

字新聞の購読を図書館に対して申し入れ

た。 
c  新見市国際交流協会及び新見市の姉妹都

市ニューパルツ国際交流協会の協力のも

と、第 5 回アメリカ研修旅行を実施した。 

   ③情報教育 ａ 情報処理の入門教育を充実させ

るため、情報教育に関する現在の問

題を洗い出し、改善策を検討する。 
ｂ 特に看護学科おいては、選定さ

れた現代ＧＰ（電子カルテ教育シス

テムによる看護基礎教育）の活用を

図る。 
ｃ 講義室のネットワーク整備等学

内情報システムの充実を図るため、

次期コンピューターシステムについ

a  地域福祉学科の情報処理科目の内容精

査のため、学生アンケートを行った。 
b  看護学科においては、電子カルテ教育シ

ステムの活用を図った。 
c  学内無線 LAN の環境の改善を行い、1
号館においても利用可能となった。 



て検討を始める。 
  ④実施体制 ａ 教養教育委員会において、検討

すべき課題を抽出し、改善策を探っ

ていく。 
ｂ 教養教育委員会において、今後

の教養教育の実施体制について検討

を進める。 

a  原則毎月第 4木曜日に教養教育委員会を

開催し、検討すべき課題の抽出と改善点の

議論を行った。具体的には、読書指導およ

び図書館利用について、議論を行なった。 
b   定例教養教育委員会において、今後の

教養教育の実施体制についての検討を始め

た。 
（２）専門教育 
  ①看護学科 ａ 学生が充実感と達成感を得て学

習が継続できるよう、学生の潜在能

力を引き出し、サポートできる指導

を行なう。 
ｂ 学生が、看護専門職への魅力を

感じる講義や実習となるよう、日々

の教育を評価分析し、改善を行なう。

ｃ 臨床実習施設との連携を強化し

て臨床実習での学習効果と学習環境

を充実させる。 
ｄ 平成２１年度のカリキュラム改

正に向けて、現行カリキュラムの見

直しと共に、教育効果を高める新カ

リキュラムの構築を行なう。 
ｅ 平成１８年度現代ＧＰの地域貢

献と地域の教育力を活かした活動を

継続し、さらに教育効果の評価を行

なう。平成１９年度特色ＧＰの「看

護研究」科目を充実させる。 
  平成１９年度現代ＧＰの電子カ

ルテ教育システムの基盤づくりを行

なう。 

a   担任を中心として各学年の学習支援を

行い、特に 3 年生では、領域実習・看護研

究・到達度試験などきめ細かな教育指導に

より、国家試験は 100％の合格であった。ま

た、学生の進路相談や進路に関わる小論

文・面接指導など、全ての学生が希望する

進路選択・決定を行なった。 
b   学生の授業評価を基に、各教員が授業

改善に取り組んだ。また、学生の意識や教

育効果などの教育研究を行い、多くの学会

等で報告した。 
c   日々の実習での調整や、学生の自己効力

感を高める指導に力を注いだ。また、実習

指導者連絡会議を 3 月 12 日に開催し、岡山

大学教育学研究科の住野好久教授を招い

て、「学生が主体性を発揮できる教育方法」

と題する講演を行い、指導者との研修交流

を深めた。指導者 41 名の参加であった。 
d   平成 19年度 1年間をかけてカリキュラ

ム委員を中心とした検討会を行い、平成 20
年 6 月にスムーズな申請を行うことができ

た。 
e   平成 18年度現代ＧＰは、取組を継続し、

最終年のまとめとして成果報告書を作成し

た。また、平成 19 年度現代ＧＰは、電子カ

ルテの教育システムの構築をほぼ終了し、

運用段階に入った。そして、平成 19 年度特

色ＧＰは、3 年次学生全員が自分の関心のあ

るテーマに取り組み、平成 20 年 11 月 25.26
日に口演・示説発表を行なうことができ、

保護者や、市民にも公開した。また、全国



学会（神戸国際会議場）に学生が参加する

ことができた。 
  ②幼児教育学科 ａ 「教育総合セミナー」「総合研究」

の授業と、各専門科目を有機的に結

びつけることで、保育に対する研究

意欲を養い、その方法を習得させる。

ｂ 幼稚園、保育所等、各施設との

連携を強化するとともに、平成１８

年度特色ＧＰならびに教員養成ＧＰ

の成果に基づき、きめ細かい指導体

制を確立することで、実習の学習環

境を充実させる。 
ｃ 平成１６年度に採択された文部

科学省特色ＧＰ事業「地域と創るに

いみこどもフェスタ」の成果を踏ま

え、継続的に実施することによって、

表現力や指導力など保育者としての

資質を養う。 
ｄ 学術交流センター内に新見公立

短期大学子育て支援センターを開設

し、そこでの取り組みを授業にフィ

ードバックすることによって、地域

社会の保育環境向上に貢献できる保

育者としての力量を育む。 

a  2 年次生全員が 1 年間、本学科専任教員

（9 名）の研究室に所属し、人類共通の課題

とわが国社会全体にかかわる課題の研究を

通して、保育場面における幼児を指導する

ためのスキルを習得した。平成 21 年 2 月

19 日には学術交流センターホールにおいて

研究発表会を開催して、研究のまとめとし

た。また、2 月 28 日には、表現発表会会場

（まなび広場にいみ）において研究発表の

ポスターを掲示し、広く市民に研究成果を

発表した。 
b  幼稚園教育実習と保育所を始めとする

福祉施設での実習終了後、それぞれの実習

先の指導者を招いて実習のまとめを行った

（名称は実習指導者連絡会議）。実習先の指

導者からは、実習担当教員によって、実習

前に徹底した個別指導が行われていること

と、学生が真摯に実習に取り組んでいたこ

とが評価された。なお、当該会議には本学

科専任教員が全員参加し、実習における

各々の担当教科の成果を確認して授業改善

に結びつけた。 
c  平成 20 年 4 月 20 日、やまびこ広場し

んごうにおいて、表現発表会第 4 回移動公

演を開催し、好評を博した。この公演には

新入生も参加し、会場撤収作業などを両学

年が協力して行った。また、平成 21 年 2 月

28 日には、まなび広場にいみで、第 18 回

表現発表会を開催したが、午前・午後の二

回公演で 1,300 名を越える観客を迎える盛

況であった。二つの公演を通じて学生は、

主体的な表現の表出スキルを獲得した。ま

た、自己表出力の向上に伴って、保育現場

での指導における実践的な視座を得た。 
d  子育て中の親子の交流広場（愛称：に

こたん）において学生は、実習とは異なっ

た視点から子どもを観察したり、保護者か

ら直接に子育ての実際を紹介されるなど、



幼児理解が深まった。また、ここでの保護

者との交流は、保育者の業務として位置づ

けられた保育相談に応じるための貴重な知

見に結びついた。 
  ③地域福祉学科 ａ 高齢者・障害者への実習を通し、

学習成果を自己評価できる力を習得

させるよう努める。 
ｂ 地域社会における介護福祉の実

践的取り組みを体験させ、介護福祉

の役割を考えさせる。 
ｃ 実習指導者と連携を深め、介護

実習の更なる充実と実習環境の改善

に努める。 
ｄ 新カリキュラムへの移行と、新

たな介護福祉士資格制度に対応する

ために、検討委員会を設置して検討

する。 
ｅ 介護および介護に必要な福祉や

文化の本質を理解する能力を養うた

めに、地域福祉研究の更なる充実を

図る。 

a  介護実習は高齢者介護施設や障害者施

設で受け持ち利用者を持って行い、介護過

程の展開を主にしている。学生は毎日の実

践記録で実習の自己評価をし、また実習終

了時に実習を総括して今後の課題を考えて

おり，一応の成果は上っている。しかし自

己評価が利用者にとって支援となった否か

の点での評価が不足する学生がおりそのよ

うな学生には指導を強化する必要がある。 
ｂ  平成 20年度はＧＰ採択を受けることが

出来た。学生と地域高齢者との相互ボラン

ティアを行い，これらを通して高齢者から

多くの学びを得ることや高齢者との相互関

係作りから介護福祉の役割を考えさせた

い。実際には 12 月に学生と地域の高齢者と

で餅つきを行い相互支援活動となった。 
ｃ  実習指導者と連携を深めるために、毎

年 5 月に介護実習指導者会議を行っている。

平成 20 年度は、合わせて岡山県立大学の谷

口敏代教授の「介護実習指導のあり方」と

いう講演を行い、“実習指導者は教育者であ

る、若者気質を持つ学生への対応の仕方”

等のお話があり、参加指導者からとても勉

強になったと好評であった。指導者の指導

の仕方や学生への理解が深まり実習環境が

改善したように思われる。 
ｄ  新カリキュラム検討委員会を設置し、

新たな介護福祉士資格制度に対応する平成

21 年度からの新カリキュラムを検討して作

り上げた。 
e   地域福祉研究は学生全員が履修し、全

員が論文作成、研究発表、ポスター展示を

行い研究的学びができた。 
④地域看護学専攻科 ａ 看護専門職に求められる倫理観

を育み、基礎的知識と技術を統合す

ることにより、判断力と応用力及び

a  保健師に求められる知識・技術の育成に

つとめ、継続家庭訪問等を通して住民と地

域の健康課題を見つけ、対応する能力を身



対象の健康ニーズに応えることので

きる実践能力を身につける。 
ｂ 臨地実習施設との連携を強化し

て、学習環境の充実を図り、健康問

題を協働して解決するためのコーデ

ィネイト能力を身につける。 
ｃ 地域の実状に応じた社会資源を

積極的に活用し地域住民を側面的に

支援できる能力を身につける。 
ｄ 地域のあらゆる健康問題を疫学

的視点に基づいて調査研究などを行

ない健康課題を解消できるよう地域

に還元するとともに、自らの研究的

態度の向上を図る。 

につけることができた。 
b   実習前後の挨拶、学びたいことを学生

が事前訪問で伝え、学習課題を明確にして

実習できた。実習後施設との連絡を図り、

今後の課題について検討できた。 
c   講義、演習、家庭訪問等をとおして、社

会資源を活用する視点を理解することがで

きた。 
d   疫学調査の実施により、地域の健康問

題を科学的分析的な視点で学ぶことがで

き、健康教育の手法で地域に還元できた。 

２）教育の実施体制 
（１）教育組織の整

備 
ａ 教育の実施体制に関しては、教

育研究審議会で学長のリーダーシッ

プのもと、全学的視点で検討する。 
ｂ ４年制大学への移行を目指すた

め、各学科における教育実施体制の

あり方を検討する。 
ｃ 適切な教育を実施するために、

全学的な視野に立った弾力的な教員

組織を検討する。 

ａ・ｂ  四年制大学への移行を目指すため、

各学科における教育実施体制のあり方を検

討した。 
ｃ 適切な教育を実施するために、全学的

な視野に立った弾力的な教員組織を検討し

た。 

（２）教育の質の改

善及び向上 
ａ シラバスについて内容及び学生

の利用方法の問題点を整理し、改善

を検討する。 
ｂ FD 委員会において、各学科の既

存の授業運営上の工夫、授業方法に

関する各教員のノウハウを集約す

る。また、各学科において、学生の

自発性や積極性を引き出すための方

策を、学科の特性を踏まえて検討す

る。 
ｃ 学生による授業評価、卒業生・

修了生に対する満足度アンケートを

実施し、FD 活動の成果の把握に努め

る。また、FD 委員会が中心となり、

学生による授業評価の結果に対して

各教員が改善計画等を提出する制度

ａ シラバスの構成を学生が利用しやすい

ように変更した。 
ｂ （FD 委員会）FD 研修会を開き、各教

員のノウハウを公開した。 
ｃ （FD 委員会）学生の授業評価に対する

フィードバックの仕組みを構築した。 



を検討する。 
（３）教育評価シス

テムの確立 
ａ 実習施設ごとにグループを編成

し、教員は施設の実習指導者ととも

に指導・助言や対象者・利用者のカ

ンファレンスを実施し、実践能力を

判定する。 
ｂ シラバスに授業の「評価方法」 
を明記して学年当初及びガイダンス 
実施時に履修指導を行うとともに、 
評価方法を周知する。 
ｃ 成績評価基準と学習到達目標を 
一層明確化し、適正な成績評価を整 
備検討する。 
ｄ 授業評価の見直しを行ない、評

価の在り方や実施方法等について問

題点を整理する。 

ａ 教員は施設の実習指導者とともに指

導・助言や対象者・利用者のカンファレン

スを実施した。 
ｂ シラバスに授業の「評価方法」を明記

した。また、４月に教務委員が評価方法も

含めて履修指導を行った。 
ｃ 現在、シラバスの授業目的の中に学習

到達目標が含まれているが、今後、学習到

達目標がより明確にわかるような表記方法

を検討する。 
ｄ （FD 委員会）授業評価の実施方法につ

いて問題点等を点検した。 

（４）教育環境の整

備及び充実 
ａ 各学科、各委員会等において、

必要な教室、備品、機材の整備・更

新の必要性を検討する。 
ｂ 幅広い教養を身につけさせるた

め、教育図書の充実を図る。 
ｃ 図書・雑誌の情報検索システ

ム・データベースを効果的に利用す

るための情報検索方法を整備する。 
ｄ 学生の学習のために、図書館の

開館時間の拡大を検討する。 
ｅ 学習室等の具体的な整備計画作

成に着手する。 

a   備品、機材等の整備・更新については、

必要性の高い物から順次整備、購入してい

る。 
ｂ 教育図書の充実については、図書委員

会で協議検討して、必要な図書を購入し、

幅広い教養を与えている。 
ｃ 情報検索システム「エリ－ゼ」を導入

すると共に「岡山県図書館間相互貸借シス

テム」にも加入し、情報検索を効果的に行

っている。 
ｄ 図書館は、午後８時まで開館し、学生

の学習支援を行っている。 
e   看護学科の四年制大学移行時には、１

教室の増設が必要となるので、それを含め

具体的な整備計画を作成している。 
 

中期計画に係る該当

項目 
 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）研究内容 
（１）研究活動の充

実 
ａ 教育研究審議会において、研究

活動計画書の作成・提案及び結果報

告を行なう制度の整備を図る。 
ｂ 各学科において、研究状況を把

a  研究活動計画書の作成・提案及び結果

報告制度の整備については、教育研究審議

会において検討中であるが、一部の研究成

果（教育 GP）については同審議会に報告し、



握・整理するとともに、学科の特性

に応じて、地域及び社会に貢献でき

る研究領域を検討する。 
ｃ ４年制大学化に向けて、科学研

究費等に積極的に申請し、研究業績

を蓄積するとともに、研究の充実を

図る。 
 

研究成果についての評価を行った。 
b  各学科において、学科会議の中で検討、

実施している。 
c   科学研究費については、日本学術振興会

から２名、文科省から１名、厚労省から１

名の教員が補助を受け研究を実施した。ま

た、新たに６名の教員が日本学術振興会に

申請し、採択に伴う審査 
を終え、結果を待っている状況である。 

（２）成果の社会へ

の還元 
ａ 紀要編集委員会において、各教

員の研究成果を本学の紀要に掲載す

る。 
ｂ 年報委員会において、各教員の

教育研究活動及び社会活動などの実

績を年報に掲載する。 
ｃ 公開講座、教員派遣講座（出前

講座）、研究成果報告会を開催する。

a  紀要は本来、年１回の発行であるが、

平成２０年度は例年より多くの研究成果が

あったため、２回の発行で研究成果を掲載

し、各種団体、各方面に送付した。 
b  年報は、年報委員会において１回発行

し、各教員の教育研究活動等を掲載し、各

種団体、各方面に送付した。 
c  本学の教員が講師となり、生涯学習大学

を４日間開催し、多くの市民が受講した。

また、各種団体から講演依頼があり、それ

ぞれの会場へ出向いて各教員が専門分野の

講演を行った。また、各学科においては、

学術交流センタ－等を会場として、研究発

表会を実施し、学内のみならず外部からも

聴講者が訪れ、教員、学生が研究成果を発

表した。 
２）研究の実施体制 
（１）実施体制 ａ 大学の研究費を競争的に配分す

る。具体的には、地域的に重要性の

高いテーマであるプロジェクト研

究、複数の教員による先進的な共同

研究、若手研究者を支援する奨励的

研究などに対して、研究の計画性や

研究成果に基づいて資金を配分す

る。 
ｂ これまでに行われた連携や共同

研究の内容と成果を取りまとめ、全

学的な基礎資料を作成する。また、

共同研究を今後どのように進めてい

くか、教育研究審議会等において検

討する。 

a  教員個人研究費については、教育活動、

研究活動、社会的活動の実績を基本に学長、

各学科長で審査を行い配分しており、各教

員が各自の研究課題を設定し、研究に精励

している。また、学長配分研究費について

は、研究課題の申請書を提出し、学長が配

分額を決定している。これには、個人の研

究は基より、複数の教員による共同研究の

申請もある。 
b  全学的な基礎資料の作成については、

現在、取りまとめ中である。また、教育研

究審議会において今後の共同研究の進め方

を検討審議中である。 
c  教員の適正配置については、教育研究審



ｃ 教育研究審議会等において、教

員と補助職員の配置状況に関する現

在の問題点を整理する。また、その

改善策を検討する。 
ｄ 教育研究審議会において、研究

設備・備品等の研究環境に関する現

在の問題点を整理する。また、その

改善策を検討する。 
ｅ 全教員を対象とした「科学研究

費補助金」申請に関する講習会を開

催し、科学研究費等の申請を積極的

に行うよう努める。 

議会のみならず、理事会、教授会でも検討

してしており、随時年度計画により適正配

置を行う等、改善策を実施していく。 
d  研究設備・備品等の研究環境の整備に

ついては、四年制大学移行後を含めた改善

策を教育研究審議会を始め、理事会、事務

局、教授会等の学内全体で検討している。 
e  科学研究費補助金の申請に関する講習

会を開催し、すでに採択された教員を講師

として、採択されやすい研究計画書の書き

方等も講習した。 

（２）研究の質の向

上 
ａ 評価委員会において、研究成果

の自己点検・評価についての検討を

行なうため他大学の事例を調査す

る。 
ｂ 研究活動に対する評価は、各教

員の研究活動の向上のために活用す

る。 

a   他大学の事例は随時調査し、各教員に

周知した。 
b   研究活動に対する評価は、各教員の研

究活動の向上のために活用している。 
 

 
中期計画に係る該当

項目 
 ３ 学生の確保及び支援に関する目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）優秀な学生の確保 
（１）学生の確保の

基本方針 
ａ 各学科の具体的な入学者受入方

針は、大学案内、ホームページ等に

公表し周知を図る。 
ｂ 教育研究審議会において、学費

の減免制度や奨学金制度について、

他大学の事例を調査する。 
ｃ 入試委員会において、現在の入

試制度の問題点を把握する。 

a  大学案内についてはプロポーザル方式

による複数年契約をし、デザイン及びコン

テンツの充実を図ることとした。ホームペ

ージについては、特にトップページをスク

ロールすることなく全体を閲覧できるデザ

インとし、すみやかにリンクできるよう工

夫した。 
ｂ 他の国立大学の調査結果に基づき、手

続きの内容について改善を図った。学生が

申請しやすいようにマニュアルを作成し

た。 
ｃ 入試の募集状況を分析した結果、一部

の学科について自己推薦入試を導入した。 
（２）入試改善の実

施 
ａ 入学生の成績追跡調査やアンケ

ート調査等を実施して、入学試験制

度の成果を検証し、必要があれば見

a・ｂ  看護学科では、入学後のＧＰＡによ

る学業成績評価とともに、担任による個別

面接によって入学選抜における問題点の検



直しを行なう。 
ｂ 効果的な選抜方法を実現するた

め、応募者・受験者・合格者の情報

分析を行なう。 
ｃ 入試委員会において、入試日

程・入試科目・入試方法などの検討

を行ない、より多くの受験生を確保

するための選抜方法を検討する。 
ｄ 入試委員会において、厳正で円

滑な運営を行なうための入試実施体

制の強化を図る。 
ｅ 入試委員会において、募集要項

の記述をよりわかりやすく改訂す

る。また、大学ホームページの入試

情報に関する内容の充実を図る。 

証を行っている。現段階では選抜方法は効

果的に行われている。 
a  幼児教育学科では入学試験の種別と入

学後の成績（ＧＰＡ）分布の関連を調査し

た。 
地域福祉学科では、各種入試が終わるご

とに学科会議で成果を検証した。（検証結果

を反映させた一例としては、指定校推薦入

試の指定校の数の再考などを行った）。 
地域看護学専攻科では、入学生の成績追

跡では入学時と修了時に大幅な変化は見ら

れなかった。 
ｂ 幼児教育学科ではアドミッションポリ

シーに合致した入学者の確保を目的に、各

入試種別の募集枠を変更した。併せて、指

定校の見直しを行った。 
地域福祉学科では、入試が終わるごとに

学科会議で各種データの情報分析を行っ

た。 
地域看護学専攻科では、特別選抜入試の

時期を早めたことで本学から優秀な学生の

確保ができた。 
ｃ より多くの受験生を確保するために、

地域福祉学科の自己推薦入試の入試日を早

めるとともに複数回受験できるようにした

結果、受験生数が増加し、定員を確保でき

た。 
ｄ 入試実施体制の強化を図った結果、大

きなトラブルもなく全入試を終えることが

できた。 
e  工夫の結果、遅れがちであった募集要

項の完成日を早めることができ、内容もわ

かりやすかった。 
大学案内をホームページ上で閲覧できる

デジタルパンフレットを試行的に導入し

た。ただし今後については費用対効果の観

点から簡略化する予定である。 
（３）大学の広報 ａ より充実した広報活動を行なう

ための組織・体制を整備する。 
ｂ  本学の特色や魅力をわかりやす

a   各学科の代表教員と関係事務職員とで

構成する広報部を設置した。（教員６名・事

務職員３名） 



く伝えるため、大学案内、広報ポス

ター・広報誌及びホームページの内

容の充実に努めるとともに、高校や

関係機関へ幅広く配信する。 
ｃ 高校生の進学・就職動向などを

探るとともに、本学の広報宣伝のた

めに、県内外の高校を対象に、高校

訪問を実施する。 
ｄ オープンキャンパスでは、入学

試験、各学科の入学者受入方針、教

育内容、就職・進学などに関する、

より明確な情報を提供する。 

ｂ 大学案内・学生募集要項・オープンキ

ャンパスのチラシを全国の高校へ１４００

余りを発送した。 
ｃ 高校訪問を１３３校、中国・四国地方

を中心におこなった。進学ガイダンスは３

３カ所に教員を派遣した。 
ｄ オープンキャンパスでは大学紹介・入

試説明・学科紹介・在学生との茶話会等を

行った。参加人数はオープンキャンパス２

１３名、ミニオープンキャンパス６７名で

あった。 

（４）高校との連携 高校訪問の時期や内容を検討し

全学的な組織体制のもとに高校訪

問を実施する。 

各学科の希望校を集約し、１３３校を広

報部が中心とする２０名の教員で高校訪問

を行った。全体的に好意的な高等学校が多

かった。地域福祉学科の自己推薦入試に興

味を持ってもらえた。 
 進路を決めるまでの早い時期に訪問し、

進路指導の先生から高校生に本学を勧めて

もらえるよう努めた。 
２）学生への支援 
（１）学習支援 ａ 教務委員会において、専任教員

全員による学習支援業務と、各学科

における担任業務を調整し、全学的

な支援体制を整備する。 
ｂ 学生の出席及び成績等の状況を

的確に把握する体制を整備する。 
ｃ オフィスアワーについては、本

学ホームページの学内専用ページに

掲載するとともに、各学科において

学生への周知を徹底する。 
ｄ 補習や個別指導の充実を図り、

自習室を確保する。 
ｅ 国家試験対策の補習や模擬試験

の実施を行ない、学生の学力を向上

させる。 

ａ 全学的な支援体制を構築中。 
ｂ 成績の把握は半期ごとに教務委員また

は学科長が確認をする。長期欠席者が出た

場合は学科会議に報告し対策を協議する体

制を整えた。 
ｃ 本学ホームページの学内専用ページに

教員のオフィスアワーを掲載するととも

に、印刷物を学生に配布し周知をした。 
ｄ 新図書館の完成により、図書館内の５

部屋の自習室や閲覧室が学生の自習室とし

て機能し始めた。 
ｅ 看護学科では看護師国家試験対策の補

習や模擬試験を実施した。幼児教育学科で

は公務員対策の模擬試験を行った。地域福

祉学科では、介護福祉士国家試験のプログ

ラムを構築中である。 
（２）生活支援 ａ 学生からの健康相談、メンタル

ケアに関する相談に適切に対応する

体制を充実させるために、保健師・

a   学生からの健康相談は 16 件あり、その

都度助言が行えていた。メンタルケアの相

談は、保健相談員に年間 8 件程度あり、友



相談員と担任教員との連携を強める

体制等について保健委員会において

検討する。 
ｂ 新入生のオリエンテーションに

おいて、交通安全やセクシュアルハ

ラスメント等に対する教育・予防対

策について指導し周知を図る。 
ｃ 学友会と大学当局との定期的な

対話の場を設けるとともに、学友会

の運営を支援していく。また、学生

の自主的活動に関する情報提供や情

報告知のより有効な方法を検討す

る。サークル活動については、顧問

教員の明確化や支援の仕組みを検討

する。 
ｄ 授業料免除、奨学金制度の充実

を図り、経済的事情により修学困難

な学生に対する支援を行なう。 
ｅ 専門家による講演会を開催し、

問題商法・防犯等に関する知識を周

知する。 

人関係、進路変更、性の悩み等であった。

メンタル面についてはカウンセリングの紹

介もしたが、カウンセリングを受けない者

もいた。進路変更については担任に連携し

て支援を進めているがその他の悩みは担任

への連携がやや不足の部分がある。  
ｂ 新入生オリエンテーション時に新見警

察署の協力を得て交通安全等の講演会を実

施し、学生に周知した。また、交通安全に

関しては、短大の坂を自転車に乗って降り

る学生が多いため、月に数回教員と事務職

員で交通巡視を実施し、自転車の乗り方等

も含めて指導した。 
ｃ 学友会との懇談会を実施し、学生の要

望などを聞く機会を設けた。 
ｄ 授業料減免では、前期申請３０件に対

して全額減免６件、半額減免１８件、後期

申請３５件に対して全額減免６件、半額減

免２２件決定した。 
 授業料猶予申請は前期６名、後期９名で

あった。 
日本学生支援機構奨学金貸与者 
一種奨学金 決定者８６名（内訳：高校

からの予約採用内定者４３

名・新規申し込み６５名に

対し決定４３名） 
第二種奨学金１３５名（内訳：高校から

の予約採用内定者７５名・

新規申し込み７５名に対し

決定６０名） 
小田奨学金貸与者 ６名 
ｅ 学生生活講演会として、新見警察署の

協力を得て、問題商法・防犯等に関する内

容の講演を行い、問題商法や防犯に対する

指導を実施した。 
（３）進路支援 ａ  入学当初から、進路相談等を実

施し、早くから学生の進路意識を高

めていく。また、進路相談、就職指

導や進学指導、資格取得支援、各種

試験対策、情報提供等について問題

a ・学科ごとに新入生への個別面接を行

い、担任等と協力しながら、進路につい

ての個別指導を実施した。 
・就職支援については、就職希望先の事

業所や前年度求人の方法で問題があると



点を洗い出し、今後の改善策を検討

する。 
ｂ マナーガイダンスなどの就職支

援を行ない、就職希望者の就職率

100％を目指す。 
ｃ 学生の就職活動に役立つよう、

求人情報等を把握しやすい学内 LAN
を活用した就職支援システムの改善

を検討する。 
ｄ 本学卒業生に、就職求人情報等

の提供や就職アドバイス等を依頼

し、在学生の進路支援に役立てる。 
ｅ 進学を希望する学生に対し、進

学支援を行なう。 

思われた事業所等の情報を委員会で持ち

寄り、必要と思われた事業所等の本年度

の求人方法の確認および学生に理解しや

すい公正な求人を行っていただくよう依

頼した。 
・学生が内定後や内定に対する承諾書提

出後に、就職を断るという事例があり、

先方に対する説明と対応を行った。こう

した事例を少なくしていくために、学生

だけでなく、保護者に対する説明の徹底

を行っていくことを決定した。 
・ハローワークにおいて導入されたジ

ョブカードについて、本学における活用

について検討し、早急な活用は不要であ

るが、引き続き一般への普及度等を見な

がら継続的に検討していくこととした。 
b  ・平成 20 年 5 月 23 日（金）に各学科最

終学年生を対象に実施し、学生から大変

参考になったという評価であった。 
・就職希望者の就職率は 100％であっ

た。 
ｃ 学生の夏期休暇の期間中などに、求人

情報を閲覧しにくいという問題に対し、情

報システム委員会において構築したシステ

ムを活用し、求人情報を学生が携帯電話か

ら閲覧できるよう、引き続き取り組んでい

くことを決定した。 
ｄ 各学科とも、「卒業生と語る会」を実施

し、卒業生から就職に関するアドバイスを

受ける機会を設けた。学生からは、就職活

動のイメージがわいたなどの感想が聞かれ

た。 
e  ４月の進路ガイダンスにおいて進学に

関する情報や受験手続きの方法等の説明を

行った。指定校大学の本学学生募集書類は

希望学生に紹介し受験に繋げた。また、学

生の進路相談や進路に関わる小論文・面接

指導など、全ての学生が希望する進路選

択・決定を行なった。 
３０名の学生が四年制大学等へ進学した。  



 
中期計画に係る該当

項目 
 ４ 地域社会との連携及び貢献に関する目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）地域との連携及び貢献 
（１）教育研究成果

の地域還元 
ａ 市民を対象とした「家庭での看

護」、「家庭での介護」、「子育て支援」

等の公開講座等を開催する。 
ｂ 地域の現職の看護、介護及び幼

児教育従事者の知識や技術の向上の

ためのスキルアップ講座を実施す

る。 

a･b  本学教員が講師となり、生涯学習大

学で８回、介護技術講習会で１１回、子育

て支援者専門研修会で５６回、看護、介護、

子育て支援の講座を開催し、多くの市民に

専門的知識を還元した。 
   

（２）地域との連携

推進 
ａ 新見市の各種審議会・委員会に

積極的に参画し、政策立案等に貢献

する。 
ｂ 新見市と連携をとり、表現発表

会を地域の子どもたちに向けて発信

する。また、本学教員と学生が地域

住民の健康・生活相談の助言・指導

等を行なうなどの推進を図る。 
ｃ 融合性、多様性及び相乗性を大

切にして、地域の産官学と連携を図

り、課題解決に努める。 
ｄ 学生の自主的活動に対する後援

会の支援が適切かつ円滑に行なわれ

るように連絡調整を行なう。 
ｅ 同窓会支部を組織し、卒業生と

在学生の交流を促進する。 

a   教授、准教授等が新見市の地域 ICT 利

活用モデル構築事業推進委員会、包括支援

センタ－運営協議会、高齢者保健福祉計画

策定委員会、情報化推進委員会、地域福祉

活動計画策定委員会、子育てカレッジ運営

委員会、国際交流協会等に参画し、政策立

案に貢献した。 
ｂ  幼児教育学科の「こどもフェスタ」、看

護学科の「サテライトデイ」等を積極的に

開催し、地域の子どもたちやお年寄りに好

評を得ている。また、医師会、行政、地元

IT 企業と協働して遠隔医療システムの実用

化に向けて研究を続けている。 
c  地域の産官学連携は本学の重点課題と

して、積極的に連携を図るようにしている。

ｄ  後援会については、その事務局を総務

課が担当し、後援会理事会との連絡調整は

十分に図っており、学生の活動支援を円滑

に行っている。 
e   同窓会の支部は、関東支部、新見支部、

岡山市支部、倉敷支部、津山支部、兵庫支

部、福山支部、広島市支部、島根支部、出

雲支部、愛媛支部が組織されており、卒業

生と本学との交流を促進している。 
（３）教育機関との

連携推進 
ａ 他大学及び短大との教育研究の

連携についての検討を行なう。 
ｂ 小・中・高等学校からの教育実

践上の相談や教員の派遣等の要請に

a   他大学との教育研究連携については、

研究課題を「大学コンソ－シアムによる保

育者の養成」とした取り組みで、岡山大学

を始め、倉敷市立短期大学、美作大学、岡



的確に応える体制を整備する。 
ｃ 幼稚園、保育所、小学校を対象

とした地域交流教室の企画を検討す

る。 

山県立大学、順正短期大学等と連携して研

究成果をあげている。今後も連携の取組に

ついて研究していく。 
b  岡山県共生高校とは、連携教育に関す

る協定を締結し、本学教員が年間３５回程

度の講義を行っている。また、本学の英語

専門の准教授は、市内小中学及び教育委員

会での英語指導に参画している。なお、体

育担当の講師においては、岡山県教育庁の

要請により上市小学校の陸上運動の指導に

当たっている。  
c  本学で展開中の子育てカレッジが地域

交流教室の役割を担っている。 
２）国際交流及び国

際貢献の推進 
ａ 希望者を対象に実施しているオ 
ーストラリア及びアメリカへの海外 
研修制度の充実を図る。 
ｂ 開発途上国での国際貢献活動の 
実際を、カンボジア会活動などを通 
じて学ぶ機会をつくる。 

A   ニュ－ヨ－ク州立大学ニュ－パルツ校

と交流の締結を結び、本学学生が現地を訪

れ、ホ－ムスティをしながら生きた英語の

体験やボランティアを体験し、海外研修を

行った。 
ｂ 看護学科、幼児教育学科の学生がカン

ボジアの NGO 地雷障害者支援センタ－に

おいて、孤児となった子どもたちとの交流

や現地の医師に同行して訪問診療の手伝い

を行い、当支援センタ－での研修及び補助

活動を行い国際貢献の一助をなしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

中期計画の大項目 Ⅱ．業務運営改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
中期計画に係る該当

項目 
 １ 運営体制の目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）運営体制の強化 ａ 常勤理事（学内理事）は、教育

研究、社会貢献、業務運営の各分野

を担当し、事務局長、学生部長の重

要な職を兼務するとともに、理事長

の大学運営を補佐する。 
ｂ 非常勤理事及び経営審議会の学

外委員についても、担当分野を設定

し大学と社会とのパイプ役を担うも

のとする。 
ｃ 中期計画、年度計画の策定によ

り取り組み方針を明確にするととも

に全教職員に明示し、全学的運営を

行なう。 
ｄ 理事会、経営審議会、教育研究

審議会及び教授会については、定款

や学則に定められたそれぞれの役割

を十分に発揮するとともに、相互の

連絡を図る。 
ｅ 学内専門委員会を再編し、運営

の効率化を図るとともに、教員と事

務職員が一体となって運営できる体

制を整備する。 

a ･ｂ  毎月１回開催の理事会で、連携強

化、意思の疎通を図り、学内理事、学外理

事共に、その役割を果たしている。   
c 中期計画は基より、年度計画においては、

理事会、経営審議会、教育研究審議会、教

授会に諮り、役員、教職員の意見を取り入

れた計画書を作成し、全教職員に明示して

いる。 
d  本年は法人移行初年度であり、完全とは

いえないものの理事会、経営審議会、教育

研究審議会、教授会とも定款や学則に定め

られた役割を果たした。また、それぞれの

会の合同会議も開催し、相互の連絡は図れ

た。 
e  学内に１４の専門委員会を置き、教員

と事務職員の協働により委員会を運営し、

それぞれの委員会の役割を果たした。  
 

２）学内資源の効果

的配分 
ａ 理事会で中期目標達成に向け、

予算及び人員の配置について重点分

野を考慮して行なえるよう、理事長

の裁量枠を設定する。 
ｂ 予算執行にあたって、重点領域

に集中的な配分を可能とする「理事

長裁量枠」を創設する。 

a･ｂ 理事長の裁量枠について決裁規程等

では設定しているが、予算執行及び人員配

置の重点的な分野については理事長の裁量

で決定し、後に理事会で承認を得るように

している。  

３）学外有識者の登

用 
学外の有識者や専門家を経営、教

育研究、社会貢献分野から理事、経

営審議会委員に登用し、経営のノウ

ハウや教育研究上の専門的知見を大

 理事、経営審議委員については、学外の

有識者や専門家を登用し、そのノウハウや

専門的知見から発言いただき、大学運営に

活かしてる。 



学運営に活かす。 
 

中期計画に係る該当

項目 
 ２ 人事の適正化の目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）人事制度 ａ 全教員に裁量労働制を導入し、 

弾力的な勤務による職務の効果的、 
効率的な執行を確保する。 
ｂ 職員兼業規程を定め、教員の積 
極的な学外活動を支援する。 
ｃ 学外研修制度や任期制等につい

て、他大学の状況を調査する。 

a  全教員に対しては、裁量労働制を導入

している。平成 20 年度は初年度のため、そ

の意義がよく理解できていない教員も一部

見受けられた。 
b  職員兼業規程を定めた。兼業許可申請

の承認により、教員の学外活動を支援した。

c  学外研修制度や任期制等について、岡山

大学、岡山県立大学等の状況を聞き取り調

査した。  
２）評価制度 ａ 評価項目、評価基準、評価手法

などについて、他大学等の調査を行

ない、教員の意識、意欲及び能力の

向上に資する教員業績評価制度の導

入を検討する。 
ｂ 事務職員に対する評価制度につ

いて、他大学等の状況を調査する。 

a･ｂ 全国公立短期大学協会の「評価等在

り方委員会」の委員長に本学学長が就任し

ており、アンケ－ト等を行い全国公立短期

大学の評価制度、方法を取りまとめており、

今後本学の評価実施に当たって参考として

いく。 

３）人材の確保 ａ 目標期間における職員定数、職

員の適正配置、その他多様な人材確

保等に関する基本計画を策定する。 
ｂ 教職員の採用にあたっては、公 
募制とし、性別、国籍等にとらわれ 
ない能力本位の選考を行なう。 

a  看護学科四年制大学移行後を含めた基

本計画を検討審議中である。 
b   教職員の採用については、選考委員会

を設け公募で選考している。募集要項の中

に国籍条項は規定していない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

中期計画の大項目 Ⅲ．財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
中期計画に係る該当

項目 
 １ 事務等の効率化及び経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）業務運営の効率

化 
ａ 効率的な大学運営を図るため、

事務局組織の改編を検討する。 
ｂ 一括発注や複数年度契約等を導

入し、経費削減に努める。 

a  平成 22 年度からは、四大化準備室がな

くなり、新見市からの派遣職員が削減され

ると思われるので、その時点での事務局組

織の改編を検討している。 
b  学内で使用するコピ－用紙の入札によ

る一括発注を行い経費削減に努めた。複数

年度契約は一部で実施している。 
２）事務の合理化等 ａ 事務の整理統合や決裁手続、各

種様式や申請、届出、許可等に係る

手続の効率化を検討する。 
ｂ 学内ＬＡＮを利用した情報の共

有化及び事務の効率化を推進する。 

a  事務局内で事務の効率化は常に検討し

ており、その一例として、効率よく決裁手

続きが行える物品購入伺様式等を新たに作

成した。 
ｂ 学内 LAN は、全教職員共に十分に活用

しており、相互のメ－ル送受信等により情

報の共有を積極的に図っている。事務の効

率化についても、公用車・ 
施設の予約等は基より、極力、紙ベ－スの

連絡手段は止め、学内 LAN の活用を行って

いる。  
３）職員の意識改革 ａ 光熱水費、消耗品費、印刷製本

費、通信運搬費等の管理的経費につ

いては、削減対策を定めて、教職員

に周知徹底を行ない経費の抑制に努

める。 
ｂ 事務の効率化を図るため、外部

委託等の導入を検討する。 

a   光熱水費等の管理的経費の節約につい

ては、全教職員への学内メ－ル、教授会等

で周知徹底を図り、経費の抑制に努めてい

る。 
ｂ 専門知識が必要な施設、設備等の管理

運営については、外部委託を行っている。 

 
中期計画に係る該当

項目 
 ２ 外部資金及びその他自己収入の獲得に関する目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）外部資金の獲得 ａ 各学科、各教員において、科学

研究費等の申請を積極的に行なう。 
ｂ 科学研究費等の申請、採択状況

a   科学研究費については、日本学術振興

会から２名、文科省から１名、厚労省から

１名の教員が補助を受け研究を実施した。



を調査するとともに、受託研究、共

同研究を各学科で取りまとめて全学

的な基礎資料を作成する。 
ｃ 外部資金獲得のため支援体制を

検討する。 

また、新たに６名の教員が日本学術振興会

に申請し、採択に伴う審査を終え、結果を

待っている状況である 
ｂ 科学研究費の申請、採択状況は、文科

省及び日本学術振興会から資料を取り寄せ

調査している。  
ｃ 外部資金獲得のための支援体制はでき

ている。 
２）その他自己収入

の獲得 
ａ 授業料、検定料、入学料は、国

立大学法人の額を考慮し改訂を検討

する。 
ｂ 公開講座講習料等の額について

は、適正な負担を求める。 
ｃ 授業料等の滞納者には随時、定

期的に催告を行なう。 

a   現在では、改訂の計画はないが、今後、

国立大学法人の改訂があれば、本学におい

ても検討する。 
b   現在では適正な負担を求めているとい

えるが、今後は改訂を検討する。 
C  滞納者に対しては、文書、電話で保護

者に催告をすると共に学生本人にも直接口

頭で催告した。 
 

中期計画に係る該当

項目 
 ３ 資産の適正管理及び有効活用に関する目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）資産の適正管理 ａ 授業料等学生納付金や運営費交 

付金、研究資金等について、管理ル 
ールを策定する。 
ｂ 大学の土地、施設、設備等の固 
定資産については、適正に維持管理 
する。 

a  管理ル－ルは策定している。 
b   適正に管理はしているが、設置後年数

が経過し、老朽化している施設、設備が多

いため、維持管理費が嵩む傾向にある。 

２）資産の有効活用 ａ 大学の土地、施設、設備等の使 
用料規程を策定する。 

a  固定資産使用料規程は策定している

が、施設、設備の使用料規程は検討中であ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

中期計画の大項目 
Ⅳ．教育研究及び組織運営の状況に関する自己点検・評価並びに当該状況に係

る情報提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 
中期計画に係る該当

項目 
 １ 自己点検及び自己評価の充実に関する目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
１）自己点検及び自

己評価の実施 
 年度計画の実施状況について、評 
価委員会において点検、評価を実施 
する。 

 年度計画の実施状況について、評価委員 
会において毎年、点検、評価を実施してい

ただく。  
２）評価結果の活用 ａ 第三者評価による評価結果は大

学のホームページ等で公開する。 
ｂ 評価結果は、自己点検評価の過 
程で活用し、また明らかになった問 
題点は、検討のうえ、来年度の改善 
計画に反映させる。 

a  評価結果は本学の HP に公開している。

ｂ 評価結果は、自己点検評価の過程で活 
用し、また明らかになった問題点は、検討 
のうえ、来年度の改善計画に反映させてい 
く。  
 

 
中期計画に係る該当

項目 
 ２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 
 ａ 新見市条例に基づき、情報公開

規程及び個人情報規程等を策定す

る。 
ｂ 情報システム委員会において、 
ホームページのリニューアル等を検 
討する。また、学編集報委員会にお 
いて、学報の充実を図り情報公開に 
努める。 
ｃ ホームページに「法人化情報」 
枠を設けて、法人関係情報をわかり 
やすく公開する。 

a  情報公開規程、個人情報保護規程は制

定した。 
b   情報システム委員会において審議し、

HP のリニューアルを行った。また、学報「ま

んさく」は２回発行し、HP に掲載すると共

に各方面の関係団体、個人に送付し、情報

公開に努めた。 
c  本学 HP に「法人化情報」枠を設けて、

定款や学則などを掲載し、法人関係情報を

公開した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

中期計画の大項目 
Ⅴ．その他業務運営改善に関する重要事項に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

 
評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 

１ 施設・設備の整

備及び活用に関

するためにとる

べき措置 

 施設整備における現状の整理及び 
調査を行なう。 

 特に本館及び体育館が老朽化しており、

状況を確認し、改築等について検討してい

る。 

２ 安全管理に関す

る目標を達成す

るための措置 

ａ 職員安全衛生管理規程に基づ 
き、安全衛生委員会のもとで実施す 
る。 
ｂ 防災、防犯対策マニュアルを策

定し、学生及び教職員に周知徹底す

るとともに、実施訓練、研修会等を

実施する。 
ｃ 健康相談窓口及び苦情相談窓口

を設置し、安全衛生委員会のもとで

実施する。 
ｄ 日常的な点検を実施するととも

に、春期休暇、夏期休暇、冬期休暇

の終了後、学生の登校が始まる前に、

総合的な点検を行ない、大学の施設、

設備の危険箇所の早期発見及び安全

性の維持に努める。 

a  学内の安全管理については、職員安全

衛生管理規程に基づき、安全衛生委員会の

もとで実施した。 
ｂ 新見公立短期大学防火管理規程、消防

計画に基づき、防火・避難訓練を実施した。

また、入学ガイダンスの中で、防犯につい

ては周知徹底している。 
c   健康及び苦情相談は、まず最初に保健委

員会が受け付けており、その後安全衛生委

員会へ報告するようにしている。 
d   日常的な点検を実施するとともに、毎

年、学友会から学内外の危険箇所の改良に

ついて要望があるので、それらに対応しな

がら、危険箇所の早期発見、改良に努めて

いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

中期計画の大項目 その他 

 
評価項目 年度計画内容 年度計画に係る実績 

Ⅵ．予算、収支計画

及び資金計画 
 別紙のとおり  経費節減に努めながら、年度計画に沿っ

て執行した。 
Ⅶ．短期借入金の限

度額 
１ 限度額 １億円 
２ 想定される理由 

 運営費交付金の受入時期と資

金需要との期間差及び事故の発

生等により緊急に必要となる対

策費として借り入れることを想

定する。 

借入金はなし。 

Ⅷ．余剰金の使途 決算において余剰金が発生した場 
合は、教育研究の質の向上及び組織

運営の改善に充てる。 

経営努力により発生した余剰金について

は評価委員会に承認いただき、教育研究の

質の向上及び組織運営の改善に充てたい。 
Ⅸ．新見市地方独立行政法人施行規則（平成２０年規則第１６号）で定める事項 
１ 施設及び設備に

関する計画 
  なし 
（注）中期目標を達成するため

に必要な業務の実施状況を勘案

した施設・設備の整備や老朽度

合等を勘案した施設・設備の改

修等が追加されることがある。 

なし 

２ 中期目標の期間

を超える債務負

担 

 なし なし 

３ 地方独立行政法

人法第４０条第

４項の規定によ

り業務の財源に

充てることがで

きる積立金の使

途 

 なし なし 

４ その他法人の業

務運営に関し必

要な事項 

 なし なし 

 
 
 



 
 予算、収支計画及び資金計画 
１ 予算 
                                      【単位：千円】 

 区   分 予 算 額   決 算 額 差  額 

（決算―予算）

収 入 
 運営費交付金 
 補助金等収入 
自己収入 

  授業料、入学料等及び検定

料収入 
  公開講座収入 
  雑収入 
 受託研究等収入及び寄付金

収入 
 
      計 

 
  ４７９，２５０ 
   ５５，７５０ 
  ２２３，５６０ 
 （２２１，６６９）

 （      ０）

 （  １，８９１）

   １３，７２０ 

 
  ７７２，２８０ 

 
  ４７９，２５０ 
   ７４，６６１ 
  ２３１，１５５ 
 （２２４，２５１） 
（  ２，１６７） 
（  ４，７３７） 

   １４，５７１ 
 
  ７９９，６３７ 

 
        

０ 
   １８，９１

１ 
    ７，５９

５ 
   （２，５８

２） 
   （２，１６

７） 
   （２，８４

６） 
      ８５

１ 
         

   ２７，３５

７  

支 出 
 業務費 
  教育研究経費 
  人件費 
 一般管理費 
 受託研究等経費及び寄付金

事業費等  
 
      計  

 
  ７０４，７１４ 
 （１４９，４２９）

 （５５５，２８５）

   ５３，８４６ 
   １３，７２０ 
 
  ７７２，２８０ 

 
  ６６５，７４７ 
 （１６１，７３６） 
 （５０４，０１１） 
   ５０，７７３ 
   １１，７７０ 
 
  ７２８，２９０ 

 
 △３８，９６

７ 
  （１２，３０

７） 
（△５１，２７

４） 
   △３，０７

３ 
   △１，９５

０ 
 
  △４３，９９

０ 

  
 



 
２ 収支計画（平成２０年度） 

【単位：千円】 

 区   分 予 算 額    決 算 額 差  額 

（ 決 算 ― 予

算） 

 
費用の部 
 経常費用 
  業務費 

教育研究経費 
   受託事業費等経費 
   役員人件費 
   教員人件費 
   職員人件費 
  一般管理費 
  財務費用 
  雑損 
  減価償却費 
 臨時損失 
 
収入の部 
 経常収益 
  運営費交付金収益 
  補助金等収益 
  授業料収益 
  入学料等収益 

検定料収益 
受託事業等収益 
寄付金収益 
財務収益 
雑益 
資産見返運営費交付金等

戻入 
資産見返物品受贈額戻入 
臨時利益 
 

純利益 
総利益  

 
  ８０１，８１９ 
  ７７０，１３３ 
  ７１５，１５６ 
  １４８，８５１ 
   １１，０２０ 
   ２６，３２３  
  ４２５，２７６ 
  １０３，６８６ 
   ５３，８４６ 
        ０   

        ０ 
    １，１３１ 
   ３１，６８６ 
 
  ８０１，８１９ 
  ８０１，８１９ 
  ４７８，６７２ 
   ５５，７５０ 
  １５３，８１９ 
   ５５，６９０ 
   １２，１６０ 
   １１，０２０ 
        ０ 
        ０ 

１，８９１ 
１１６ 

１，０１５ 
   ３１，６８６ 
 
        ０ 
        ０ 

 
  ７４５，５２５ 
  ７１４，２７１ 
  ６５７，２６３ 
  １４１，８５２ 
   １１，４００ 
   ２４，８６１ 
  ３７２，７４８ 
  １０６，４０２ 
   ５０，７７３ 

        

０ 
        

０ 
    ６，２３５ 
   ３１，２５４ 
    
  ８１３，３９４ 
  ８１３，３９４ 
  ４７２，４４２ 
   ５６，７８１ 
  １５４，０４１ 
   ５９，９９２ 
   １４，５５４ 
   １１，７２０ 
        

９ 
      ２４

４ 
    ５，１７１ 
      ７９

０ 
    ５，４４６ 
   ３２，２０５ 

 
  △５６，２９

４ 
  △５５，８６

２ 
  △５７，８９

３ 
   △６，９９

９ 
      ３

８０ 
   △１，４６

２ 
  △５２，５２

８ 
    ２，７１

６ 
   △３，０７

３ 
        

０ 
        

０ 
    ５，１０

４ 
     △４

３２ 
 
   １１，５７

５ 
   １１，５７

５ 
   △６，２３

０ 



 
   ６７，８６９ 
   ６７，８６９ 

    １，０３

１ 
      ２

２２ 
    ４，３０

２ 
    ２，３９

４ 
      ７

００ 
        

９ 
      ２

４４ 
    ３，２８

０ 
      ６

７４ 
    ４，４３

１ 
      ５

１９ 
 
   ６７，８６

９ 
   ６７，８６

９ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
３ 資金計画（平成２０年度） 

【単位：千円】 

 区   分 予 算 額   決 算 額 差  額 

（決算―予算）

 
資金支出 
 業務活動による支出 
 投資活動による支出 
 財務活動による支出 
 翌年度への繰越金 
 
資金収入 
 業務活動による収入 
  運営費交付金による収入 
  授業料、入学料及び検定料等に

よる収入 
  受託事業等収入 
  補助金等収入 
  寄付金収入 
  その他の収入 
投資活動による収入 

  施設費による収入 
  その他収入 
 財務活動による収入 
 前年度よりの繰越金 

 
  ７７２，０８０

  ７７１，５０２

      ５７

８ 
        

０ 
        

０ 
 
  ７７２，０８０

  ７７２，０８０

  ４７９，２５０

  ２２１，６６９

   １１，０２０

   ５５，７５０

    ２，５００

    １，８９１

        

０ 
        

０ 
        

０ 
        

０ 
        

０    

 
  ８００，３０

０ 
  ６８０，４７

９ 
   １９，７９

９ 
        

０ 
  １００，０２

２ 
        

０ 
  ８００，３０

０ 
  ８００，０５

６ 
  ４７９，２５

０ 
  ２２４，２５

１ 
   １１，７２

０ 
   ７４，６６

１ 
    ２，８５

１ 
    ７，３２

２ 
      ２４

４ 
        

０ 
      ２４

 
   ２８，２２

０ 
  △９１，０２

３ 
   １９，２２

１ 
        

０ 
  １００，０２

２ 
 
   ２８，２２

０ 
   ２７，９７

６ 
        

０ 
    ２，５８

２ 
      ７０

０ 
   １８，９１

１ 
      ３５

１    
    ５，４３

１ 
      ２４

４ 
        

０ 
      ２４

４ 



４ 
        

０ 
        

０ 

        

０ 
        

０ 

  
 
 
 


